
求職者支援訓練を担当する講師が満たすべき認定基準について 

 

認定様式第７の１号「講師一覧」に記入が必要な講師は、認定基準に基づき次のいずれかの類型に該

当する者であること。 

なお、法定講習の内容を担当する講師については、法定講習の講師要件にも適合する者であること。 

【求職者支援訓練の講師として認められる類型】 

類型１ 

次のいずれにも該当する者 

【１】担当する科目の訓練内容に関する職業訓練指導員免許を有する者 

【２】担当する科目の訓練内容に関する指導等業務の経験を有する者（※１） 

類型２ 

次のいずれにも該当する者 

【１】職業能力開発促進法第 30 条の２第２項（職業訓練指導員免許を受けることが

できる者と同等以上の能力を有すると認められる者）の規定に該当する者 

【２】担当する科目の訓練内容に関する指導等業務の経験を有する者（※１）  

類型３ 

次のいずれにも該当する者 

【１】担当する科目の訓練内容に関する実務経験を５年以上有する者（※２） 

【２】担当する科目の訓練内容に関する指導等業務の経験を有する者（※１） 

類型４ 

次のいずれにも該当する者 

【１】学歴又は資格によって担当する科目の訓練内容に関する指導能力を明らかに有

すると判断される者（※３） 

【２】担当する科目の訓練内容に関する講師としての指導経験を１年以上有する者

（※４）  

類型５ 

（※５） 

類型１から４に定める者のほか、次のいずれにも該当する者 

【１】職場等において指導する内容に熟知している者 

【２】企業実習を適切に実施できる者 

※１ 職業訓練等において講師として指導した経験以外に「指導等業務」として想定されるもの。 
① 「機器導入の支援の業務等、日常的に機器の利用法等についてユーザーに説明する業務」など、
他者からの質問に対して回答する業務 

② 指導に用いる教材、資料の内容を企画、作成する業務（「作成」には、他者の企画や原稿を
資料化するものは含まない。） 

③ 社内教育で研修部門に属した上で、社内教育を実施する業務（単なるＯＪＴや研修部門に属
していただけでは該当しない。） 

ＩＴ分野の科目を担当する講師については、当該分野の専門的な指導経験（職業訓練等における
指導経験を含む。）、機器導入の支援の業務等、日常的に機器の利用等についてユーザーに説明
する業務に従事した経験等が１年以上であること。 

※２ 指導等業務の経験を含むことが出来ること。 
※３ 具体的には、科目の訓練内容に関する学歴又は資格を有している者（一般的に通用しない資格

（自社資格を含む）は認められないこと。）。 
※４ 「指導等業務の経験」とは異なり、講師として指導した経験に限る。 
    なお、講師としての指導経験が１年に満たない場合、求職者支援訓練における助手として指

導した経験の期間について、その半分の期間を講師の指導経験の期間とみなすことが出来ます。 
※５ 類型５は企業実習を担当する講師のみが認められるものであること。 

別紙９ 
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